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令和２年度１月定例教育委員会会議録 

 

令和 3 年 1 月 28 日(木) 

開会：午後 4 時 00 分 

閉会：午後 4 時 40 分 

 

山本教育総務課長  令和 2 年度 1 月定例会議に入ります前に事務連絡から始めさせていただきます。

次回の定例会議の日程でございますが、2 月 18 日（木）午後 2 時 00 分から、富田

林市役所第 2 委員会室での開会を予定しております。それでは、本日の議事日程を

ご説明させていただきます。 

≪議事日程を説明≫ 

それでは、教育長開会をお願いいたします。 

山口教育長   それでは、令和 2 年度 1 月定例教育委員会会議を開会いたします。まずは、日程

第 1、会議録署名委員の指名について、今月は、山元委員よろしくお願いいたしま

す。 

山元教育長職務代理者  よろしくお願いします。 

山口教育長   続きまして、日程第 2、会議録の承認について、先月 12 月定例教育委員会会議の

会議録について確認していただきまして、何か訂正、付け加え等はございませんか。 

特に無いようですので、会議録については承認とさせていただきます。 

         続きまして、日程第 3、教育長報告に移ります。今月は 2 件の報告がございます。

まずは、報告第 22 号、教育委員会の後援名義承認申請のあった行事について、今月

は、新規の申請が１件ございますので、①の行事について、教育指導室から説明をお

願いします。 

辻野教育総務部次長代理   それでは、報告第 22 号のうち、新たに後援名義承認申請のあった行事の①につい

てご説明させていただきます。 

         行事名は、全日本ろうあ連盟創立 70 周年記念映画「咲む」富田林上映会です。   

主催者は、「咲む」富田林市上映会実行委員会、以下、本実行委員会とさせていただ

きます。開催日は、令和 3 年 4 月 11 日（日）でございます。 

         本行事は、本実行委員会が本映画を上映する活動を通して、手話言語が素晴らし

い言語であることを理解してもらい、障がいの有無に関わらず誰もが心豊かに暮らし

ていける共生社会を実現するために行われます。 

         参加範囲は本市市民や周辺市町村市民を想定しており、参加された方々の障がい

理解につながり、インクルーシブ教育の推進に寄与すると考えられます。後援名義に

ついてですが、本市は既に承認済みとなっております。 

         本市教育委員会が定める後援名義の事務処理要領の各条件に適合すると認められ

るため、承認をお願いするものでございます。 

         以上でございます。よろしくお願いいたします。 

山口教育長   ありがとうございます。ただ今の説明について、何かご意見、ご質問はございま

せんか。 

         特に無いようですので、続いて、これまで承認したことのある行事について、何
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かご質問等はございませんか。 

         特に無いようですので、報告第 22 号につきましては、これで終わります。 

         次に、報告第 23 号、令和 3 年成人式の報告について、生涯学習課から、報告をお

願いします。 

道籏生涯学習課長   それでは、報告第 23 号、令和 3 年富田林市成人式の報告について、ご説明申し上

げます。 

         令和 3 年成人式は、感染予防対策を講じた上で、すばるホールで開催をいたしま

した。出席者の人数でございますが、新成人 1,309 人の対象者に対しまして、856 人

の出席がございました。出席率は、65.4％で前年比 2.6%の増加となっております。

なお、例年集計しています男女人数ですが、密を避け、スムーズな入場を優先する

ため、受付を行いませんでした。そのため、算出はしておりません。 

         次に、内容でございます。今回はすばるホールの大ホール、小ホール、展示室、

銀河の間、リハーサル室を借り分散会場といたしました。大ホールが埋まり次第、

次の部屋を案内し、順次、参加者を誘導いたしました。なお、大ホールで行う式典

映像を、他の会場へ中継で流しました。 

         また、各会場の入り口で、サーモカメラによる検温をおこないましたが、発熱の

ある方はおられませんでした。なお、新成人においては、皆さんマスクを付けて来

場されておりました。 

         続いて、記念品でございますが、市のイメージキャラクター入りの名刺入れと共

に、ロゴ付き布マスクを贈らせていただきました。 

         次に、来場者の誘導について、でございますが、入場状況を教育委員会職員と警

備会社の警備員 15 名が警備計画のもと、情報共有及び、連携対処できたことで、ス

ムーズに行えたと考えています。 

         そのため、式典中、外環側の敷地に滞留する成人は少なく、多くの新成人が施設

にお入りいただきました。これが、参加者人数の増にも影響したと考えます。 

         オープニングには、市内 8 中学校吹奏学部による演奏の映像を上映し、市歌の斉

唱では、富田林市少年少女合唱団の映像を上映しました。 

         次に、式典の現場の状況ですが、コロナ禍での集まりということで、館内でざわ

つくこともなく、おごそかに進行し、全体として、落ち着いた成人式であったと思

います。また、所要時間は予定より 10 分短い約 20 分で終了いたしました。 

         成人式を開催したことへの、親御さんの感謝の言葉もお聞きいたしております。 

         以上でございます。 

山口教育長   ありがとうございます。ただ今の報告について、何かご意見、ご質問はございま

せんか。 

勝 山 委 員   コロナ禍が出席率にも大きく影響するのではと考えておりましたが、例年と比較

しましても、そこまで大幅な低下とはならなかったようですね。 

山 元 委 員   成人式における新型コロナウイルス感染症対策については、事前に周知を行って

いたのでしょうか。 

道籏生涯学習課長   はい。昨年 10 月の時点で、感染症対策を行い開催するという方針が決定しており

ましたので、新成人宛てへの文書にて通知を行っておりました。 
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水 本 委 員   開催直前に延期や中止となってしまった自治体もあるなか、座席間隔の確保等の

対策を講じたうえでこうして無事に開催することができ、本当によかったと思いま

す。 

山口教育長   それでは、他にご質問等はございませんか。特に無いようですので、報告第 23 号

につきましては、これで終わります。 

         続いて、日程第 4、富田林市教育委員会の議決を経るべき議案に移ります。今月

は、2 件の案件がございます。議案第 29 号、押印を求める手続の見直し等のための

教育委員会関係規則の一部を改正する規則について、教育総務課から説明をお願い

します。 

山本教育総務課長  それでは、議案第 29 号、押印を求める手続の見直し等のための教育委員会関係規

則の一部を改正する規則につきまして、提案の理由、並びに内容のご説明を申し上

げます。 

         まず、提案の理由でございますが、政府の行政手続に関する様式の押印廃止方針

を踏まえ、本市におきましても、規則等で定める様式中の申請者に係る押印欄を見

直すため、教育委員会関係規則について、所要の改正をおこなうものでございます。 

         次に、その内容ですが、第 1 条では、富田林市文化振興基金収益金運用規則の様

式第 1 号、第 3 号、第 3 号の 3、第 4 号、第 2 条では、富田林市立幼稚園園則の様

式、第 3 条では、富田林市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害

補償に関する規則の様式第 1 号、第 4 条では、富田林市立市民総合体育館条例施行

規則の様式第 4 号、第 8 号、第 9 号、第 5 条では、富田林市立テニスコート設置条

例施行規則の様式第 5 号、第 7 号、第 8 号、第 6 条では、富田林市教育施設使用条

例施行規則の様式第 1 号、第 7 条では、富田林市きらめき創造館条例施行規則の様

式第 10 号について、それぞれ様式中の「印」を削るものでございます。 

         なお、附則といたしまして、第 1 条では、この規則の施行期日を令和 3 年 4 月 1

日からとし、第 2 条では、経過措置を定めるものでございます。 

         以上、簡単ではございますが、ご説明とさせていただきます。ご審議の程、よろ

しくお願いいたします。 

山口教育長   ありがとうございます。ただ今の説明について、何かご意見、ご質問はございま

せんか。 

         特に無いようですので、議案第 29 号につきましては、提案どおり議決とさせてい

ただきます。 

         次に、議案第 30 号、令和 3 年度全国学力・学習状況調査について、教育指導室か

ら説明をお願いします。 

辻野教育総務部次長代理   それでは、議案第 30 号、令和 3 年度全国学力・学習状況調査について、ご説明申

し上げます。資料、議案第 30 号をご覧下さい。 

         「令和 3 年度全国学力・学習状況調査」への参加に関わって、文部科学省より意

向調査がございました。 

         事務局といたしましては、令和 3 年度も資料、別紙 1 および別紙 2 の回答票のと

おり、参加の方向で考えております。 

         次年度調査でございますが、教科に関する調査では前年度までと変わりはござい
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ません。ただし、次年度の児童生徒質問紙では、新型コロナウイルス感染症の学習

面への影響を把握・分析するため、休業中の児童生徒の学習状況・環境等について

の調査項目が、また GIGA スクール構想の推進を踏まえ、ICT に関連した調査項目が

追加されると聞き及んでおります。 

         以上でございます。ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

山口教育長   ありがとうございます。ただ今の説明について、何かご意見、ご質問はございま

せんか。 

水 本 委 員   教科について、来年度は昨年度から変更なしということですが、国語と算数また

は数学のみということですか。 

辻野教育総務部次長代理   はい。令和 3 年度の実施教科について、小学校 6 年生は国語・算数、中学校 3 年

生は国語・数学でございます。その他の教科につきましては、令和元年度に英語の

調査が実施されましたので、次回実施はその 3 年後、令和 4 年度の予定であると伺

っております。 

水 本 委 員   わかりました。ありがとうございます。 

山口教育長   それでは、他にご質問等はございませんか。特に無いようですので、議案第 30 号

につきましては、提案どおり議決とさせていただきます。 

         以上で、本日の日程はすべて終了となりました。本日の案件に対しまして、活発

なご意見、ご質問をいただき、ご審議ありがとうございました。 

これで、令和 2 年度 1 月の定例教育委員会会議を終了いたします。 

 

 

 

      


